
☆
ポ
ス
ト
安
倍
政
権
に
望
む
こ
と

安
倍
政
権
と
は
ど
ん
な
政
権
だ
っ
た
の
か

◆
八
月
二
十
八
日
、
安
倍
首
相
が
健
康
上
の
理
由
で
辞
任
表
明
し
ま
し
た
。
二
十
四
日
に
在
任

最
長
記
録
を
確
認
し
た
四
日
後
で
し
た
。
在
任
期
間
最
長
を
自
ら
の
唯
一
の
レ
ガ
シ
ー
（
政
治

遺
産
）
と
し
て
確
認
す
る
ま
で
の
我
慢
だ
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。

◆
安
倍
政
権
の
歴
史
を
平
和
憲
法
と
い
う
透
視
鏡
を
通
し
て
見
る
と
、
そ
の
歴
史
は
、
憲
法
軽

視
、
憲
法
破
壊
の
歴
史
だ
っ
た
と
言
わ
ざ
る
を
得
ま
せ
ん
。

安
倍
政
権
の
総
括

◆
安
倍
首
相
は
、
憲
法
改
正
を
目
標
に
見
据
え
て
、
先
ず
経
済
政
策
で
ア
ベ
ノ
ミ
ク
ス
を
打
ち

出
し
、
そ
の
業
績
と
結
果
（
内
閣
支
持
率
）
を
憲
法
改
正
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
に
使
う
事
を
考
え
、

そ
の
た
め
に
安
倍
官
邸
一
強
の
体
制
を
作
る
こ
と
か
ら
始
め
ま
し
た
。
次
の
三
つ
で
す
。

◆
①
内
閣
人
事
局
の
人
事
権
強
化
、
こ
れ
に
よ
り
官
僚
の
忖
度
構
造
が
で
き
ま
し
た
。

②
選
挙
の
公
認
権
、
資
金
の
掌
握
、
こ
れ
で
議
員
は
も
の
が
言
え
な
く
な
り
ま
し
た
。

③
国
会
で
の
強
行
採
決
連
発
、
こ
れ
で
国
会
は
形
骸
化
し
ま
し
た
。

◆
ア
ベ
ノ
ミ
ク
ス
で
株
価
が
上
が
り
、
企
業
業
績
や
雇
用
情
勢
が
改
善
さ
れ
た
と
言
い
ま
す
が
、

そ
れ
ら
は
富
裕
層
、
大
企
業
の
利
益
で
す
。
雇
用
改
善
と
は
非
正
規
雇
用
の
増
大
に
す
ぎ
ず
、

庶
民
の
賃
金
は
上
が
ら
ず
消
費
も
停
滞
し
て
い
ま
す
。

◆
そ
し
て
何
よ
り
我
慢
で
き
な
い
の
は
、
森
友
、
加
計
、
桜
を
見
る
会
等
に
見
え
た
よ
う
に
、

政
治
を
私
物
化
し
国
民
に
嘘
を
つ
く
体
質
で
す
。

次
の
首
相
に
望
む
こ
と

◆
明
日
の
総
裁
選
挙
で
最
も
有
力
視
さ
れ
て
い
る
候
補
者
は
「
安
倍
政
権
の
政
策
を
を
継
承
す

る
」
と
言
っ
て
い
ま
す
が
、
先
ず
総
括
・
反
省
か
ら
始
め
て
ほ
し
い
も
の
で
す
。

◆
安
倍
政
権
の
や
っ
た
独
裁
的
な
一
強
体
制
の
継
承
は
や
め
、
民
主
的
な
風
通
し
の
良
い
政
治

を
行
っ
て
下
さ
い
。
そ
し
て
国
民
に
嘘
を
つ
く
こ
と
は
止
め
て
下
さ
い
。

◆
経
済
政
策
は
、
富
裕
層
や
大
企
業
の
利
益
優
先
を
改
め
、
貧
困
層
と
中
間
層
の
所
得
増
に
よ

っ
て
消
費
の
拡
大
を
図
っ
て
下
さ
い
。

◆
憲
法
特
に
九
条
は
世
界
の
宝
で
す
。
こ
れ
は
絶
対
に
壊
さ
な
い
、
変
え
な
い
で
下
さ
い
。

武
力
で
平
和
は
実
現
で
き
な
い
し
、
武
力
で
国
は
守
れ
ま
せ
ん
。
武
力
を
持
た
な
い
国
が
世

界
に
２
７
も
あ
り
、
そ
の
人
び
と
は
平
和
に
暮
ら
し
て
い
る
現
実
を
見
て
下
さ
い
。

◆
政
権
の
長
さ
で
は
な
く
、
つ
つ
ま
し
く
て
も
豊
か
さ
を
実
感
で
き
、
平
和
で
世
界
か
ら
尊
敬

さ
れ
る
国
作
り
が
、
次
の
首
相
の
レ
ガ
シ
ー
と
な
る
こ
と
を
切
に
期
待
し
て
い
ま
す
。

二
〇
二
〇
年
九
月
十
三
日
（
日
）
護
憲
平
和
行
進
（
通
算
６
４
３
回
目
）

浜
松
市
憲
法
を
守
る
会

事
務
局

浜
松
市
中
区
紺
屋
町
三
〇
一
ー
一
五

★
月
例
護
憲
平
和
行
進

毎
月
第
二
日
曜
日
・
午
後
一
時
・
浜
松
市
役
所
正
面
玄
関
集
合

☆
今
年
の
エ
ア
フ
ェ
ス
タ
は
中
止
に
な
り
ま
し
た
。
私
た
ち
は
こ
れ
を
機
に
恒
久
的
中
止
を
求
め
て
い
ま
す
。

u 戦後 100年にむけて平和の足跡を！◆

浜松市憲法を守る会のホームページは http://gokenhamamatsu.g.dgdg.jp/→ 護憲浜松 で検索



憲
法
第
九
条

〔
戦
争
の
放
棄
〕

日
本
国
民
は
、
正
義
と
秩
序
を
基
調
と
す
る
国
際
平
和
を
誠
実
に
希
求
し
、
国
権
の

発
動
た
る
戦
争
と
、
武
力
に
よ
る
威
嚇
又
は
武
力
の
行
使
は
、
国
際
紛
争
を
解
決
す

る
手
段
と
し
て
は
、
永
久
に
こ
れ
を
放
棄
す
る
。

前
項
の
目
的
を
達
す
る
た
め
、
陸
海
空
軍
そ
の
他
の
戦
力
は
、
こ
れ
を
保
持
し
な
い
。

国
の
交
戦
権
は
、
こ
れ
を
認
め
な
い
。


